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「社会保障財源は確保すべ
きもの」と語る二宮厚美氏
＝11月13日、保険医会館　

　

社
会
保
障
財
源
は
あ
る
か

ど
う
か
で
な
く
、
確
保
さ
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ

―
―

。
協
会
は
11
月
13
日
、

神
戸
大
学
教
授
の
二
宮
厚
美

氏
を
講
師
に
、「
消
費
税
に

頼
ら
な
い
社
会
保
障
財
源
と

は
」
と
題
し
て
学
習
会
を
開

い
た
。
社
会
保
障
財
源
は
ど

う
し
た
ら
捻
出
で
き
る
の
か

と
い
う
会
員
の
疑
問
に
応
え

て
理
事
会
が
企
画
し
た
。

　

二
宮
氏
は
、
公
共
財
政
の

原
則
は
「
量
出
制
入
」
と
い

わ
れ
、
憲
法
25
条
に
基
づ
き

国
民
の
生
存
権
保
障
に
必
要

な
額
を
確
定
し
て
、
そ
れ
に

対
応
す
る
税
収
を
確
保
す
る

も
の
だ
と
強
調
し
た
。
決
め

ら
れ
た
収
入
の
範
囲
で
予
算

を
考
え
る
一
般
家
庭
や
事
業

所
と
違
う
が
、
財
政
学
の
原

則
で
あ
る
こ
と
、
最
近
で
は

こ
の
点
が
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
と
述
べ
た
。
同
氏
は
、
公

共
財
政
の
原
則
は
、
人
権
が

予
算
を
指
導
支
配
す
る
と
い

う
朝
日
訴
訟
の
第
一
審
「
浅

沼
判
決
」（
１
９
６
０
年
）

で
も
明
確
に
書
か
れ
て
い
る

く
、
不
労
所
得
に
は
課
税
を

重
く
す
る
「
勤
労
所
得
軽

課
、
不
労
所
得
重
課
④
特
定

の
目
的
税
は
原
則
禁
止
と
す

る
「
ノ
ン
・
ア
フ
ェ
ク
タ
シ

オ
ン
原
則
」―

―

だ
と
述
べ

た
。

　

二
宮
氏
は
、
福
祉
国
家
型

安
定
さ
せ
る
「
経
済
の
自
動

安
定
装
置
」―

―

の
機
能
が

あ
る
と
説
明
。
民
主
党
政
権

の
「
消
費
税
の
社
会
保
障
目

的
税
化
」
に
つ
い
て
は
、
消

費
税
が
逆
進
性
の
強
い
反
福

祉
税
的
な
性
格
を
持
っ
て
お

り
、「
ノ
ン
・
ア
フ
ェ
ク
タ

と
紹
介
し
た
。

　

国
民
主
権
、
生
存
権
保

障
、
公
平
原
則
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
財
政
の
原
則
は
、
①

「
必
要
充
足
、
応
能
負
担
原

則
」
②
生
存
権
を
税
制
で
侵

害
し
て
は
な
ら
な
い
「
最
低

生
活
費
非
課
税
」
③
勤
労
所

得
に
対
し
て
は
課
税
を
軽

財
政
に
は
、
①
累
進
課
税
で

所
得
を
上
か
ら
下
に
再
分
配

す
る
垂
直
的
所
得
分
配
②
市

場
の
失
敗
や
限
界
を
是
正
す

る
た
め
に
、
福
祉
な
ど
を
通

じ
て
公
共
財
な
ど
の
資
源
の

適
切
な
配
分
③
累
進
税
制
と

社
会
保
障
財
政
に
よ
っ
て
所

得
格
差
を
是
正
し
て
経
済
を

シ
オ
ン
原
則
」
を
侵
犯
す
る

う
え
、
国
民
の
生
存
権
を
保

障
す
る
と
い
う
社
会
保
障
の

理
念
を
ゆ
が
め
る
も
の
だ
と

批
判
し
た
。

　

格
差
・
貧
困
、
不
況
、
財

政
赤
字
の
問
題
を
打
開
す
る

た
め
に
、
垂
直
的
所
得
分
配

や
富
の
再
分
配
の
あ
り
方
を

変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

述
べ
、
現
在
の
民
主
党
政
権

が
、
国
民
に
負
担
を
押
し
付

け
る
水
平
的
再
分
配
を
志
向

し
て
い
る
と
批
判
し
た
。

　

最
後
に
二
宮
氏
は
、
法
人

税
の
増
税
に
反
対
す
る
側
の

主
張
で
あ
る
「
法
人
税
増
税

で
企
業
は
海
外
に
逃
避
す

る
」
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ

る
と
厳
し
く
批
判
。
そ
の
理

由
と
し
て
、
日
本
の
法
人
税

は
ど
こ
で
も
う
け
た
か
は
関

係
な
く
、
企
業
の
総
合
所
得

に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
や
、
出
向
い
た

国
に
法
人
税
を
納
め
た
ら
、

そ
の
分
は
国
内
で
控
除
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
海
外

に
逃
避
し
て
も
税
負
担
は
同

じ
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ

て
い
た
。

消
費
税
に
頼
ら
な
い
財
源
を

二
宮
氏　

垂
直
的
所
得
再
分
配
を
理事会後
学 習 会

国会行動

患者負担減、事業税非課税な
ど要望

請願署名３千筆、会員署名1138人分を持参
　

協
会
・
保
団
連
は
、
11
月
18
日
に
国
会
要
請
行
動
を

し
、
大
阪
選
出
の
衆
参
国
会
議
員
に
保
険
業
法
再
改
正

法
案
の
可
決
成
立
に
尽
力
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
の
お
礼

を
述
べ
る
と
と
も
に
、
診
療
報
酬
改
善
や
医
業
税
制
の

改
悪
撤
回
な
ど
を
請
願
署
名
や
会
員
署
名
を
も
と
に
求

め
、
古
田
光
行
監
事
と
事
務
局
が
上
京
し
た
。

　

保
険
業
法
は
、
自
主
共
済

の
実
態
に
即
し
た
内
容
の
政

省
令
が
出
さ
れ
る
よ
う
訴
え

た
。

　

議
員
要
請
で
は
山
下
芳
生

参
院
議
員
（
共
産
）、
服
部

良
一
衆
院
議
員
（
社
民
）
の

２
議
員
が
面
談
に
応
じ
た
。

山
下
議
員
は
「
請
願
趣
旨
に

つ
い
て
は
よ
く
承
っ
て
い
ま

す
。
共
に
頑
張
ら
せ
て
も
ら

い
ま
す
」、
服
部
議
員
は

「
診
療
報
酬
の
事
業
税
に
つ

い
て
は
勉
強
さ
せ
て
も
ら
い

た
い
」
と
対
応
し
た
。

　

社
会
保
険
診
療
報
酬
の
事

業
税
非
課
税
措
置
の
存
続
を

め
ぐ
っ
て
は
、
10
月
26
日
に

厚
労
省
が
存
続
要
望
を
、
28

日
に
全
国
知
事
会
が
廃
止
要

望
を
そ
れ
ぞ
れ
出
し
て
い

る
。
政
府
税
制
調
査
会
で
す

で
に
本
格
的
な
議
論
が
始
ま

っ
て
お
り
、
11
月
30
日
の
同

調
査
会
で
は
、
２
０
１
１
年

度
は
存
続
し
た
上
で
、
12
年

度
以
降
の
検
討
課
題
と
し
て

い
る
。
日
本
歯
科
医
師
会
の

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、

非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
る

と
１
３
９
万
円
の
増
税
と
な

る
結
果
が
出
て
い
る
。
歯
科

医
院
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
が

大
き
い
こ
と
を
議
員
や
秘
書

に
訴
え
た
。

　

患
者
の
窓
口
負
担
軽
減
を

中
心
と
し
た
４
項
目
の
請
願

署
名
の
紹
介
議
員
は
山
下
、

服
部
両
議
員
と
宮
本
岳
志
衆

院
議
員
（
共
産
）
が
引
き
受

け
た
。

　

午
後
か
ら
議
員
会
館
内
で

山下芳生参院議員（共産、右）

服部良一衆院議員（社民、左）

開
か
れ
た
「『
安
心
の
医
療

を
つ
く
る
』
11
・
18
国
会
内

集
会
」
で
は
、「
保
険
医
協

会
の
要
望
に
も
と
づ
き
国
会

で
質
問
し
た
こ
と
に
よ
り
、

現
場
の
声
が
政
治
を
動
か
し

た
」「
保
険
業
法
の
政
省
令

改
正
に
も
力
を
尽
く
し
た

い
」
な
ど
民
主
・
共
産
・
社

民
の
９
人
の
衆
参
国
会
議
員

が
あ
い
さ
つ
し
た
。

労
働
局
監
察
官
を
講
師
に
招
く

社保研究部

労
災
指
定
手
続
き
で
説
明
会

　

「
窓
口
負
担
を
気
に
せ
ず

に
受
診
で
き
る
」―

―

。
労

災
指
定
医
療
機
関
に
寄
せ
ら

れ
る
患
者
の
声
や
労
災
保
険

請
求
の
実
際
を
紹
介
し
な
が

ら
、
指
定
申
請
を
検
討
し
て

も
ら
お
う
と
、
社
保
研
究
部

は
11
月
21
日
、「
労
災
保

険
」
指
定
医
療
機
関
申
請
の

説
明
会
を
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で

開
き
、
89
人
が
参
加
し
た
。

講
師
は
安
積
中
理
事
と
府
労

働
局
か
ら
堀
清
宏
労
災
医
療

監
察
官
を
招
い
た
。

　

安
積
氏
は
、「
労
災
の
非
指

定
医
療
機
関
は
、
医
療
費
の

全
額
を
い
っ
た
ん
負
担
し
、

後
に
償
還
払
い
と
な
る
が
、

指
定
医
療
機
関
は
、
医
療
保

険
給
付
内
の
治
療
な
ら
窓
口

負
担
は
不
要
に
な
る
。
し
か

し
府
下
で
の
指
定
は
わ
ず
か

５
％
だ
」
と
述
べ
、
参
加
者

に
申
請
を
呼
び

か
け
た
。
た
だ

し
、
指
定
、
非

指
定
と
も
に
、

医
療
保
険
給
付

外
の
補
綴
物
は

償
還
払
い
と
な

り
、
一
定
の
基

準
額
を
超
え
た

も
の
は
患
者
負

説明会では堀清宏監察官に申
請方法を説明してもらった＝
11月21日、Ｍ＆Ｄホール

担
と
な
る
こ
と
な
ど
を
協
会

が
９
月
に
発
行
し
た
「
公
費

医
療
請
求
の
手
引
き
」
を
も

と
に
解
説
し
た
。

　

ま
た
、
府
労
働
局
の
堀
氏

は
毎
月
５
日
ま
で
に
府
労
働

局
に
申
請
す
れ
ば
、
翌
月
１

日
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
や
、

指
定
申
請
書
の
記
載
方
法
な

ど
を
解
説
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
疾
病
と

労
災
と
の
並
行
治
療
や
府
外

患
者
の
取
り
扱
い
な
ど
の
質

問
が
だ
さ
れ
た
。

　

大
阪
市
西
部
・
南
部
地
区

は
、
６
月
の
基
礎
編
に
続
く

「
洗
練
さ
れ
た
接
遇
・
マ
ナ

ー
講
座
」
の
上
級
編
を
11
月

14
日
、
保
険
医
会
館
で
開
い

た
。
接
遇
マ
ナ
ー
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
の
西
出
知
子
氏
を

講
師
に
、
ス
タ
ッ
フ
ら
20
人

が
参
加
し
た
。

　

今
回
は
、
こ
れ
ま
で
に
身

に
つ
け
た
接
遇
の
基
本
的
な

知
識
を
も
と
に
、
人
前
で
の

１
分
間
ス
ピ
ー
チ
や
、
歯
科

医
院
で
起
こ
り
得
る
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
想
定
し
た
ロ

ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
な
ど
を
と

お
し
て
、
立
ち
居
振
る
舞
い

や
様
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
患
者

へ
の
対
応
な
ど
、
実
践
で
生

か
せ
る
内
容
を
学
ん
だ
。

　

西
出
氏
は
「
急
患
が
来
ら

れ
た
時
は
受
付
で
も
声
を
か

け
、
ス
タ
ッ
フ
全
員
が
患
者

の
状
態
を
共
有
す
る
こ
と
で

信
頼
感
が
増
す
」「
長
い
間

待
た
せ
て
い
る
場
合
に
は
、

治
療
の
状
況
を
説
明
す
る
と

不
満
を
ず
い
ぶ
ん
軽
減
で
き

る
」
な
ど
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン

グ
で
寸
評
を
加
え
な
が
ら
、

場
面
に
応
じ
た
適
切
な
接
遇

方
法
を
解
説
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、「
自
分

を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で

き
て
大
変
参
考
に
な
っ
た
」

「
患
者
さ
ん
に
『
こ
の
歯
医

者
に
来
て
よ
か
っ
た
』
と
思

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
日
々

努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
っ
た
」
な
ど

参
加
し
て
良
か
っ
た
と
い
う

感
想
が
寄
せ
ら
れ
た
。

患者が来院した場面を想定し、実習
する参加者＝11月14日、保険医会館

大阪市西部
・南部地区

患
者
対
応 

実
習
が
好
評

マ
ナ
ー
講
座
上
級
編
を
開
く

11
・
18
国
会
行
動

【
面
談
】

（
共
産
・
参
）
山
下
芳
生

（
社
民
・
衆
）
服
部
良
一

【
秘
書
対
応
】

（
民
主
・
衆
）
稲
見
哲

男
、
大
谷
啓
、
熊
谷
貞

俊
、
樽
床
伸
二
、
辻
惠
、

長
尾
敬
、
中
川
治
、
中
島

正
純
、
中
野
寛
成
、
長
安

豊
、
萩
原
仁
、
平
野
博

文
、
藤
村
修
、
村
上
史

好
、
森
山
浩
行
、
吉
田
お

さ
む
、
渡
辺
義
彦
（
民
主

・
参
）
梅
村
聡
、
尾
立
源

幸
、
藤
原
正
司

（
自
民
・
衆
）
竹
本
直

一
、
谷
畑
孝
、
松
浪
健

太
、
柳
本
卓
治
（
自
民
・

参
）
北
川
イ
ッ
セ
イ
、
谷

川
秀
善

（
公
明
・
衆
）
池
坊
保

子
、
佐
藤
茂
樹
（
公
明
・

参
）
白
浜
一
良
、
山
本
香

苗（
共
産
・
衆
）
宮
本
岳

志
、
吉
井
英
勝

（
無
所
属
・
衆
）
辻
元
清

美
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

要
請
議
員
一
覧


